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○国税通則法

（期限内申告）

第十七条申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申

告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。

2前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

（期限後申告）

第十八条期限内申告書を提出すべきであった者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、

第百二十五条第三項（年の中途で死亡した場合の確定損失申告）又は第百二十七条第三項（年の

中途で出国をする場合の確定損失申告） （これらの規定を同法第百六十六条（非居住者に対する

準用）において準用する場合を含む。 ）の規定による申告書を提出することができる者でその提

出期限内に当該申告書を提出しなかったもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産

に属する権利義務を包括して承継した者（法人が分割をした場合にあっては、第七条の二第四項

（信託に係る国税の納付義務の承継）の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承

継した法人に限る。 ）を含む。 ）は、その提出期限後においても、第二十五条（決定）の規定に

よる決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

3 期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を

記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しな

ければならない。

（修正申告）

第十九条納税申告書を提出した者（その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を

包括して承継した者（法人が分割をした場合にあっては、第七条の二第四項（信託に係る国税の

納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。）

を含む。以下第二十三条第一項及び第二項（更正の請求）において同じ。 ）は、次の各号のいず

れかに該当する場合には､その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、

その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義）に掲げる事項をいう。以下同じ。）

又は税額等（同号二からへまでに掲げる事項をいう。以下同じ。 ）を修正する納税申告書を税務

署長に提出することができる。

一先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があると

き。

二先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。

三先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

四先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかった場合において、

その納付すべき税額があるとき。

2 第二十四条から第二十六条まで（更正・決定）の規定による更正又は決定を受けた者（その相

続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者（法人が

分割をした場合にあっては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める

義務を承継した法人に限る。 ）を含む。第二十三条第二項において同じ。 ）は、次の各号のいず

れかに該当する場合には、その更正又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、

その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出するこ

とができる。

一その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決

定通知書に記載された税額に不足額があるとき。

二その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。

三その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税

額が過大であるとき。
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四納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
3 前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。

4修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべき
ものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記
載した書類を添付しなければならない。

一その申告前の課税標準等及び税額等

二その申告後の課税標準等及び税額等

三その申告に係る次に掲げる金額

イその申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額

ロその申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する
部分の税額

ハ所得税法第百四十二条第二項（純損失の繰戻しによる還付） （同法第百六十六条（申告、

納付及び還付）において準用する場合を含む。 ）又は法人税法第八十条第七項（欠損金の繰

戻しによる還付） （同法第八十一条の三十一第六項（連結欠損金の繰戻しによる還付）及び

第百四十四条の十三第十三項（欠損金の繰戻しによる還付）において準用する場合を含む。 ）

若しくは地方法人税法（平成二十六年法律第十一号）第二十三条第一項（欠損金の繰戻しに

よる法人税の還付があった場合の還付）の規定により還付する金額（以下「純損失の繰戻し

等による還付金額」 という。 ）に係る第五十八条第一項（還付加算金）に規定する還付加算

金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額

四前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申

告に係るものその他参考となるべき事項

（修正申告の効力）

第二十条修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納

付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

（納税申告書の提出先等）

第二十一条納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地（以下この条において「現在

の納税地」 という。 ）を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は

電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時（課税期

間のない国税については、その納税義務の成立の時）以後にその納税地に異動があった場合にお

いて、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以

外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理

することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提

出されたものとみなす。

3前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送

付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。

4保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの（以下「輸入品に係る申告消

費税等」 という。 ）についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税

地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第十七条から第十九条ま

で（納税申告）の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」 とあるのは、 「税関長」

とする。

（郵送等に係る納税申告書等の提出時期）

第二十二条納税申告書（当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出す

るものとされている書類を含む。 ）その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出

された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日 （その表示がないと

き、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を
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基準とした場合にその日に相当するものと認められる日）にその提出がされたものとみなす。

（更正の請求）

第二十三条納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に
係る国税の法定申告期限から五年（第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九

年）以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等（当該課税標準等又は

税額等に関し次条又は第二十六条（再更正）の規定による更正（以下この条において「更正」 と

いう。 ）があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等）につき更正をすべき旨の請求

をすることができる。

一当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っ

ていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべ

き税額（当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額）が過大であるとき。

二前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額（当該金額に関し更正が

あった場合には、当該更正後の金額）が過少であるとき、又は当該申告書（当該申告書に関し

更正があった場合には、更正通知書）に純損失等の金額の記載がなかったとき。

三第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額（当該税額

に関し更正があった場合には、当該更正後の税額）が過少であるとき、又は当該申告書（当該

申告書に関し更正があった場合には、更正通知書）に還付金の額に相当する税額の記載がなか

ったとき。

2納税申告書を提出した者又は第二十五条（決定）の規定による決定（以下この項において「決

定」 という。 ）を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合（納税申告書を提出した者に

ついては、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する

場合に限る。 ）には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当する

ことを理由として同項の規定による更正の請求（以下「更正の請求」 という。 ）をすることがで

きる。

一その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴

えについての判決（判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。 ）により、その事実

が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したときその確定した日の翌日から起

算して二月以内

二その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は

決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものと

する当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき当該更正又は決定があった日の翌

日から起算して二月以内

三その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由

があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内

3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後

の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その

他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。

4税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調

査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

5 更正の請求があった場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税（その滞納

処分費を含む。以下この項において同じ。 ）の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相

当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

6輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対

し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税

務署長」 とあるのは、 「税関長」 とする。

7 前二条の規定は、更正の請求について準用する。

5



（更正）

第二十四条税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された
課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課
税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る
課税標準等又は税額等を更正する。

（決定）

第二十五条税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出し

なかった場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただ
し、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでな
い。

（再更正）

第二十六条税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決

定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当
該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。

（国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定）

第二十七条前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があったときは、税務署

長は、当該調査したところに基づき、 これらの規定による更正又は決定をすることができる。

（更正又は決定の手続）

第二十八条第二十四条から第二十六条まで（更正・決定）の規定による更正又は決定（以下「更

正又は決定」 という。 ）は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。

2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が

前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

一その更正前の課税標準等及び税額等

二その更正後の課税標準等及び税額等

三その更正に係る次に掲げる金額

イその更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

ロその更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する

部分の税額

ハ純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項（還付加算金）に規定する還付

加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額

二その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

ホその更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する

部分の税額

3 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合

において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

（更正等の効力）

第二十九条第二十四条（更正）又は第二十六条（再更正）の規定による更正（以下「更正」 とい

う。 ）で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る

部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

2既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以

外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

3 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以

外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
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（更正又は決定の所轄庁）

第三十条更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地（以下この条におい

て「現在の納税地」 という。 ）を所轄する税務署長が行う。

2所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は

電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時（課税期間のない国税につい

ては、その納税義務の成立の時）以後にその納税地に異動があった場合において、その異動に係

る納税地で現在の納税地以外のもの（以下この項において「旧納税地」 という。 ）を所轄する税

務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れ

ないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税

務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる。

3前二項に規定する税務署長は、更正又は決定をした後、当該更正又は決定に係る国税につき既

に適法に､他の税務署長に対し納税申告書が提出され､又は他の税務署長が決定をしていたため、

当該更正又は決定をすべきでなかったものであることを知った場合には、遅滞なく、当該更正又

は決定を取り消さなければならない。

4輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費

税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては､第二十四条から第二十六条まで(更

正・決定）又は第二十八条（更正又は決定の手続）の規定の適用については、これらの規定中「税

務署長」 とあるのは、 「税関長」 とする。

（過少申告加算税）

第六十五条期限内申告書（還付請求申告書を含む。第三項において同じ。 ）が提出された場合（期

限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるとき

を含む。 ）において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正

申告又は更正に基づき第三十五条第二項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき税

額に百分の十の割合（修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことに

より当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割

合）を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

2 前項の規定に該当する場合（第五項の規定の適用がある場合を除く。 ）において、前項に規定

する納付すべき税額（同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修

正申告書の提出又は更正があったときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額）がその

国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同

項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その

超える部分に相当する税額（同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に

満たないときは、当該納付すべき税額）に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額
とする。

3前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一累積増差税額第一項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提

出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の合計額（当該国税につい

て、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての

決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があったときはこれらにより減少した部分の税額

に相当する金額を控除した金額とし、次項の規定の適用があったときは同項の規定により控除

すべきであった金額を控除した金額とする。 ）

二期限内申告税額期限内申告書（次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合に

は、期限後申告書を含む。次項第二号において同じ。 ）の提出に基づき第三十五条第一項又は

第二項の規定により納付すべき税額（これらの申告書に係る国税について、次に掲げる金額が

あるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、地方法人税、相続税又は消費税に

係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除し
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た金額とする。 ）

イ所得税法第九十五条（外国税額控除）若しくは第百六十五条の六（非居住者に係る外国税
額の控除）の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る同法
第百二十条第一項第五号（確定申告書の記載事項） （同法第百六十六条（非居住者に対する
準用）において準用する場合を含む。 ）に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第百
二十条第二項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。 ）に規定する予納税額又は
災害被害者に対する租税の減免､徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号）
第二条（所得税の軽減又は免除）の規定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額

ロ法人税法第二条第三十八号（定義）に規定する中間納付額、同法第六十八条（所得税額の

控除） （同法第百四十四条（外国法人に対する準用）において準用する場合を含む。 ） 、第

六十九条（外国税額の控除） 、第八十一条の十四（連結事業年度における所得税額の控除） 、
第八十一条の十五（連結事業年度における外国税額の控除）若しくは第百四十四条の二（外

国法人に係る外国税額の控除）の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条（退職

年金等積立金に係る中間申告による納付） （同法第百四十五条の五(外国法人に対する準用）

において準用する場合を含む。 ）の規定により納付すべき法人税の額（その額につき修正申

告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の法人税の額）

ハ地方法人税法第二条第十九号（定義）に規定する中間納付額、同法第十二条（外国税額の

控除）の規定による控除をされるべき金額又は同法第二十条第二項（中間申告による納付）

の規定により納付すべき地方法人税の額（その額につき修正申告書の提出又は更正があった

場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額）

二相続税法第二十条の二（在外財産に対する相続税額の控除） 、第二十一条の八（在外財産

に対する贈与税額の控除） 、第二十一条の十五第三項及び第二十一条の十六第四項（相続時

精算課税に係る贈与税相当額の控除）の規定による控除をされるべき金額

ホ消費税法第二条第一項第二十号（定義）に規定する中間納付額

次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定め4

る税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。
一第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正

申告又は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。 ）の計算の基礎とされていなかっ

たことについて正当な理由があると認められるものがある場合その正当な理由があると認
められる事実に基づく税額

二第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について期限内申告書の

提出により納付すべき税額を減少させる更正その他これに類するものとして政令で定める更

正（更正の請求に基づく更正を除く。 ）があった場合当該期限内申告書に係る税額（還付金

の額に相当する税額を含む。 ）に達するまでの税額

5 第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことによ

り当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に

係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号（納税義務者に対する調

査の事前通知等）に掲げる事項その他政令で定める事項の通知（次条第六項において「調査通知」

という。 ）がある前に行われたものであるときは、適用しない。

（無申告加算税）

第六十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申

告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべ

き税額に百分の十五の割合（期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国

税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知し

てされたものでないときは、百分の十の割合）を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を

課する。ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場

合は、この限りでない。

一期限後申告書の提出又は第二十五条（決定）の規定による決定があった場合
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二期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定があった後に修正申告書の提出又は

更正があった場合

2 前項の規定に該当する場合（同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。 ）にお

いて、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告書の提出又は更正があったときは、

その国税に係る累積納付税額を加算した金額）が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税

の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当す

る税額（同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当

該納付すべき税額）に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3 前項において、累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告書の提出又は更正前にされたその

国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額（当該国税について、当該納付すべき税額を

減少させる更正又は更正若しくは第二十五条の規定による決定に係る不服申立て若しくは訴え

についての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があったときはこれらにより減少した部

分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項において準用する前条第四項（第一号に係

る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。 ）の規定の適用があったときは同条第四項

の規定により控除すべきであった金額を控除した金額とする。 ）をいう。

一期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定に基づき第三十五条第二項の規定に

より納付すべき税額

二修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額

4第一項の規定に該当する場合（同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は期限

後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があ

ったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場

合を除く。 ）において、その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があ

った日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の

属する税目について、無申告加算税（期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に

係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを

予知してされたものでない場合において課されたものを除く。 ）又は重加算税（第六十八条第四

項（重加算税）において「無申告加算税等」 という。 ）を課されたことがあるときは、第一項の

無申告加算税の額は､同項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、

第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。

5前条第四項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。

6 期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査が

あったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない

場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、

その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税

の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計

算した金額とする。

7 第一項の規定は、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことに

より当該国税について第二十五条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでな

い場合において、期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場

合に該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から一月を経過する日までに行われたもの

であるときは、適用しない。

（不納付加算税）

第六十七条源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、

当該納税者から、第三十六条第一項第二号（源泉徴収による国税の納税の告知）の規定による納

税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分

の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納

付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる
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場合は、この限りでない。

2源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の規定による納税の告知を受けることなくそ

の法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があったこと

により当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付

された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に
百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

3第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限ま

でに納付する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたもので

あり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付

されたものであるときは、適用しない。

（重加算税）

第六十八条第六十五条第一項（過少申告加算税）の規定に該当する場合（修正申告書の提出が、

その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきこと

を予知してされたものでない場合を除く。 ）において、納税者がその国税の課税標準等又は税額

等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装し

たところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところに

より、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基礎となるべき事実

で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽

し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控

除した税額）に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗

じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2 第六十六条第一項（無申告加算税）の規定に該当する場合（同項ただし書若しくは同条第七項

の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があった

ことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を

除く。 ）において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全

部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限まで

に納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者

に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その税額

の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかである

ものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めると

ころにより計算した金額を控除した税額）に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額

に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

3前条第一項の規定に該当する場合（同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用

がある場合を除く。 ）において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽

し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、税務

署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基

礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがある

ときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより

計算した金額を控除した税額）に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三

十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。

4前三項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する税額の計算の基礎となるべき

事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若し

くは第二十五条（決定）の規定による決定又は納税の告知（第三十六条第一項（納税の告知）の

規定による納税の告知（同項第二号に係るものに限る。 ）をいう。以下この項において同じ。 ）

若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があった日の前日から起算して五年前の日ま

での間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、

無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがあるときは、前三項の重加算税の額は、これら

の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となる
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べき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5 第一項、第二項又は前項の規定は、消費税等（消費税を除く。 ）については、適用しない。

（加算税の税目）

第六十九条過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下｢加算税」という。）

は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

（国税に関する処分についての不服申立て）

第七十五条国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号

に定める不服申立てをすることができる。

一税務署長、国税局長又は税関長がした処分（次項に規定する処分を除く。 ） 次に掲げる不

服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て

イその処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対する再調査の請求

ロ国税不服審判所長に対する審査請求

二国税庁長官がした処分国税庁長官に対する審査請求

三国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分国税不服審

判所長に対する審査請求

2 国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各

号に掲げる職員によってされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当

該各号に定める国税局長又は国税庁長官がその処分をしたものとそれぞれみなして、国税局長が

したものとみなされた処分については当該国税局長に対する再調査の請求又は国税不服審判所

長に対する審査請求のうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立てをし、国税

庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求をすることができ

る。

一国税局の当該職員その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長

二国税庁の当該職員国税庁長官

3 第一項第一号イ又は前項（第一号に係る部分に限る。 ）の規定による再調査の請求（法定の再

調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。次項にお

いて同じ。 ）についての決定があった場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経

た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすること

ができる。

4第一項第一号イ又は第二項（第一号に係る部分に限る。 ）の規定による再調査の請求をしてい

る者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該再調査の請求に係る処分について、決定

を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。

一再調査の請求をした日 （第八十一条第三項（再調査の請求書の記載事項等）の規定により不

備を補正すべきことを求められた場合にあっては、当該不備を補正した日）の翌日から起算し

て三月を経過しても当該再調査の請求についての決定がない場合

二その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

5 国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がしたものに不服が

ある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長がその処分を

したものとみなして、第一項の規定を適用する。

（適用除外）

第七十六条次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。

一この節又は行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の規定による処分その他前条の

規定による不服申立て（第八十条第三項（行政不服審査法との関係）を除き、以下「不服申立

て」 という。 ）についてした処分
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二行政不服審査法第七条第一項第七号（国税犯則取締法等に基づく処分）に掲げる処分

2 この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不
服審査法第三条（不作為についての審査請求）の規定は、適用しない。

（不服申立期間）

第七十七条不服申立て（第七十五条第三項及び第四項（再調査の請求後にする審査請求）の規定

による審査請求を除く。第三項において同じ。 ）は、処分があったことを知った日 （処分に係る

通知を受けた場合には、その受けた日）の翌日から起算して三月を経過したときは、することが

できない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 第七十五条第三項の規定による審査請求は、第八十四条第十項（決定の手続等）の規定による

再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して一月を経過したときは、することがで

きない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 不服申立ては、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができな

い。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

4第二十二条（郵送等に係る納税申告書等の提出時期）の規定は、不服申立てに係る再調査の請

求書又は審査請求書について準用する。

（標準審理期間）

第七十七条の二国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立て

がその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべ

き標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付け

その他の適当な方法により公にしておかなければならない。

（国税不服審判所）

第七十八条国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求（第七十五条

第一項第二号及び第二項（第二号に係る部分に限る。 ） （国税に関する処分についての不服申立

て）の規定による審査請求を除く。第三款（審査請求）において同じ。 ）に対する裁決を行う機

関とする。

2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命

する。

3 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。

4前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、

当該支部の事務を総括する。

5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で

定める。

（国税審判官等）

第七十九条国税不服審判所に国税審判官及び国税副審判官を置く。

2 国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行ない、

国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。

3 国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができ

る。ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては､この限りでない。

4 国税審判官の資格は、政令で定める。

（行政不服審査法との関係）

第八十条国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立て（次項に規定する審査請求を除く。）

については、この節その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き､行政不服審査法(第

二章及び第三章（不服申立てに係る手続）を除く。 ）の定めるところによる。

2 第七十五条第一項第二号又は第二項（第二号に係る部分に限る。 ） （国税に関する処分につい
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ての不服申立て）の規定による審査請求については、この節（次款及び第三款（審査請求）を除

く。 ）その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところ
による。

3酒税法第二章（酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等）の規定による処分に対する不服申立

てについては、行政不服審査法の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない。

（再調査の請求書の記載事項等）

第八十一条再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一再調査の請求に係る処分の内容

二再調査の請求に係る処分があったことを知った年月日（当該処分に係る通知を受けた場合に

は、その受けた年月日）

三再調査の請求の趣旨及び理由

四再調査の請求の年月日

2 前項の書面（以下「再調査の請求書」 という。 ）には、同項に規定する事項のほか、第七十七

条第一項又は第三項（不服申立期間）に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合におい

ては、同条第一項ただし書又は第三項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。

3 再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長（以下「再調査審理庁」 という。 ）

は、再調査の請求書が前二項又は第百二十四条（書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等）の

規定に違反する場合には､相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなけれ

ばならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、再調査審理庁は、職権で補正

することができる。

4再調査の請求人は、前項の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署その他

の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が

録取した書面に押印することによっても、これをすることができる。

5 第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の

請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十

四条第一項から第六項まで(決定の手続等）に定める審理手続を経ないで､第八十三条第一項(決

定）の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。

（税務署長を経由する再調査の請求）

第八十二条第七十五条第二項（第一号に係る部分に限る。 ） （国税局の職員の調査に係る処分に

ついての再調査の請求）の規定による再調査の請求は、当該再調査の請求に係る処分をした税務

署長を経由してすることもできる。この場合において、再調査の請求人は、当該税務署長に再調

査の請求書を提出してするものとする。

2前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、再調査の請求書を当該税務署長の管轄区域を所

轄する国税局長に送付しなければならない。

3 第一項の場合における再調査の請求期間の計算については、同項の税務署長に再調査の請求書

が提出された時に再調査の請求がされたものとみなす。

（決定）

第八十三条再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合

には､再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2 再調査の請求が理由がない場合には､再調査審理庁は､決定で､当該再調査の請求を棄却する。

3 再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分

の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、再調査の請求人の不利益に当該

処分を変更することはできない。

（決定の手続等）

第八十四条再調査審理庁は、再調査の請求人又は参加人（第百九条第三項（参加人）に規定する
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参加人をいう。以下この款及び次款において同じ。 ）から申立てがあった場合には、当該申立て

をした者（以下この条において「申立人」 という。 ）に口頭で再調査の請求に係る事件に関する

意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該
意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2前項本文の規定による意見の陳述（以下この条において「口頭意見陳述」 という。 ）は、再調

査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、再調査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭すること
ができる。

4再調査審理庁は、必要があると認める場合には、その行政機関の職員に口頭意見陳述を聴かせ

ることができる。

5 口頭意見陳述において、再調査審理庁又は前項の職員は、申立人のする陳述が事件に関係のな

い事項にわたる場合その他相当でない場合には、 これを制限することができる。

6 再調査の請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。この場合におい

て、再調査審理庁が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内

にこれを提出しなければならない。

7 再調査の請求についての決定は、主文及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査

決定書によりしなければならない。

8再調査の請求についての決定で当該再調査の請求に係る処分の全部又は一部を維持する場合

における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされ

ていなければならない。

9 再調査審理庁は、第七項の再調査決定書（再調査の請求に係る処分の全部を取り消す決定に係

るものを除く。 ）に、再調査の請求に係る処分につき国税不服審判所長に対して審査請求をする

ことができる旨（却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請

求をすることができる旨）及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

10再調査の請求についての決定は、再調査の請求人（当該再調査の請求が処分の相手方以外の

者のしたものである場合における前条第三項の規定による決定にあっては、再調査の請求人及び

処分の相手方）に再調査決定書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。

11 再調査審理庁は、再調査決定書の謄本を参加人に送付しなければならない。

12再調査審理庁は、再調査の請求についての決定をしたときは、速やかに、第六項の規定によ

り提出された証拠書類又は証拠物をその提出人に返還しなければならない。

（納税地異動の場合における再調査の請求先等）

第八十五条所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消

費税又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長（以下この条及び次条において「税務署長

等」 という。 ）の処分（国税の徴収に関する処分及び滞納処分（その例による処分を含む。 ）を

除く。 ）又は第三十六条第一項（納税の告知）の規定による納税の告知のうち同項第一号（不納

付加算税及び第六十八条第三項又は第四項（同条第三項の重加算税に係る部分に限る。 ） （重加

算税）の重加算税に係る部分に限る。 ）若しくは第二号に係るもの（以下この条及び次条第一項

において単に「処分」という。 ）があった時以後にその納税地に異動があった場合において、そ

の処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第七十五条第一項第一号

イ又は第二項（第一号に係る部分に限る。 ） （税務署長等の処分についての再調査の請求）の規

定による再調査の請求をする際における納税地（以下この条において「現在の納税地」という。 ）

を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかか

わらず､現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、

その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。

2 前項の規定による再調査の請求をする者は、再調査の請求書にその処分に係る税務署又は国税

局の名称を付記しなければならない。

3 第一項の場合において、再調査の請求書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当

該税務署長等は、その再調査の請求書を受理することができる。この場合においては、その再調

14



査の請求書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。

4前項の再調査の請求書を受理した税務署長等は、その再調査の請求書を現在の納税地を所轄す

る税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

（再調査の請求事件の決定機関の特例）

第八十六条所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消

費税又は電源開発促進税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合にお

いて、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その再調査の請求がされている税務署長等と

異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該再調査の請求がされて

いる税務署長等は、再調査の請求人の申立てにより、又は職権で、当該再調査の請求に係る事件

を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。

2前項の規定により再調査の請求に係る事件の移送があったときは、その移送を受けた税務署長

等に初めから再調査の請求がされたものとみなし、当該税務署長等がその再調査の請求について

の決定をする。

3 第一項の規定により再調査の請求に係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、

その再調査の請求に係る再調査の請求書及び関係書類その他の物件（以下「再調査の請求書等」

という。 ）をその移送を受けた税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人

に通知しなければならない。

（審査請求書の記載事項等）

第八十七条審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出して

しなければならない。

一審査請求に係る処分の内容

二審査請求に係る処分があったことを知った年月日（当該処分に係る通知を受けた場合にはそ

の通知を受けた年月日とし、再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求を

する場合には再調査決定書の謄本の送達を受けた年月日とする。 ）

三審査請求の趣旨及び理由

四審査請求の年月日

2 前項の書面（以下この款において「審査請求書」という。 ）には、同項に規定する事項のほか、

次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一第七十五条第四項第一号（国税に関する処分についての不服申立て）の規定により再調査の

請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日

二第七十五条第四項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求を

する場合同号に規定する正当な理由

三第七十七条第一項から第三項まで（不服申立期間）に規定する期間の経過後において審査請

求をする場合これらの各項のただし書に規定する正当な理由

3 第一項第三号に規定する趣旨は、処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記

載するものとし、同号に規定する理由においては、処分に係る通知書その他の書面により通知さ

れている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされていなければならないものとす

る。

（処分庁を経由する審査請求）

第八十八条審査請求は、審査請求に係る処分（当該処分に係る再調査の請求についての決定を含

む。 ）をした行政機関の長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当

該行政機関の長に審査請求書を提出してするものとする。

2 前項の場合には、同項の行政機関の長は、直ちに、審査請求書を国税不服審判所長に送付しな

ければならない。

3 第一項の場合における審査請求期間の計算については、同項の行政機関の長に審査請求書が提

出された時に審査請求がされたものとみなす。
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（合意によるみなす審査請求）

第八十九条税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合において、当該税
務署長、国税局長又は税関長がその再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認めて
その旨を再調査の請求人に通知し、かつ、当該再調査の請求人がこれに同意したときは、その同

意があった日に、国税不服審判所長に対し、審査請求がされたものとみなす。

2前項の通知に係る書面には、再調査の請求に係る処分の理由が当該処分に係る通知書その他の

書面により処分の相手方に通知されている場合を除き、その処分の理由を付記しなければならな
い。

3 第一項の規定に該当するときは、同項の再調査の請求がされている税務署長、国税局長又は税

関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及

び参加人に通知しなければならない。この場合においては、その送付された再調査の請求書は、
審査請求書とみなす。

（他の審査請求に伴うみなす審査請求）

第九十条更正決定等（源泉徴収による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第百四条（併

合審理等）及び第百十五条第一項第二号（不服申立ての前置等）において同じ。 ）について審査

請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等（その国税

に係る附帯税の額を含む。以下この条、第百四条及び第百十五条第一項第二号において同じ。 ）

についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がさ

れたときは、当該再調査の請求がされた税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書

等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
2 更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされている場合にお

いて、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等につい

て審査請求がされたときは、当該再調査の請求がされている税務署長、国税局長又は税関長は、

その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人

に通知しなければならない。

3 前二項の規定により再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付された場合には、その送付が

された日に、国税不服審判所長に対し、当該再調査の請求に係る処分についての審査請求がされ

たものとみなす。

4前条第二項の規定は第一項又は第二項の通知に係る書面について、同条第三項後段の規定は前

項の場合について準用する。

（審査請求書の補正）

第九十一条国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条（審査請求書の記載事項等）又は第百

二十四条（書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等）の規定に違反する場合には、相当の期間

を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備

が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。

2審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項

について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面に押印することによっ

ても、 これをすることができる。

（審理手続を経ないでする却下裁決）

第九十二条前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、

国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで（担当審判官等の審理手続）に定める審理手

続を経ないで、第九十八条第一項（裁決）の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下するこ

とができる。

2審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
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（審理手続の計画的進行）

第九十二条の二審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁（以下「審理関係人」 と

いう。 ）並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協

力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

（答弁書の提出等）

第九十三条国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条（審

理手続を経ないでする却下裁決）の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査

請求の目的となった処分に係る行政機関の長（第七十五条第二項（第一号に係る部分に限る。 ）

（国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求）に規定する処分にあっては、当該国

税局長。以下「原処分庁」という。 ）から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、

国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。

2 前項の答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければな

らない。

3 国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人

に送付しなければならない。

（担当審判官等の指定）

第九十四条国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判

官一名及び参加審判官二名以上を指定する。

2 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならな

い。

一審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者

二審査請求人

三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

四審査請求人の代理人

五前二号に掲げる者であった者

六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

七第百九条第一項（参加人）に規定する利害関係人

（反論書等の提出）

第九十五条審査請求人は、第九十三条第三項（答弁書の送付）の規定により送付された答弁書に

記載された事項に対する反論を記載した書面（以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ

（審理手続の終結）において「反論書」という。 ）を提出することができる。この場合において、

担当審判官が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなけ

ればならない。

2参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面（以下この条及び第九十七条の四

第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」 という。 ）を提出することができる。この場合におい

て、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを

提出しなければならない。

3担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び原処分庁に、参

加人から参加人意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付し

なければならない。

（口頭意見陳述）

第九十五条の二審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、担当審判官は、当該申立てを

した者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定による意見の陳述（次項及び第九十七条の四第二項第二号（審理手続の終結）にお
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いて「口頭意見陳述」 という。 ）に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、
審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。

3 第八十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項（決定の手続等）の規定は、第一項の
口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」 とあるのは

「担当審判官」 と、 「再調査の請求人及び参加人」 とあるのは「全ての審理関係人」 と、同条第
三項中「再調査審理庁」 とあるのは「担当審判官」 と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の
職員」 とあるのは「担当審判官」 と、それぞれ読み替えるものとする。

4参加審判官は、担当審判官の命を受け、第二項の許可及び前項において読み替えて準用する第
八十四条第五項の行為をすることができる。

（証拠書類等の提出）

第九十六条審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

2原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出

すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

（審理のための質問、検査等）

第九十七条担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は
職権で、次に掲げる行為をすることができる。

一審査請求人若しくは原処分庁（第四項において「審査請求人等」 という。 ）又は関係人その

他の参考人に質問すること。

二前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対

し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置く
こと。

三第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。

四鑑定人に鑑定させること。

2 国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託により、又は

その命を受け、前項第一号又は第三号に掲げる行為をすることができる。

3 国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、第一項第一号及び第三号に掲げ

る行為をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを

提示しなければならない。

4 国税不服審判所長は、審査請求人等（審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを

含む。 ）が、正当な理由がなく、第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による質問、提

出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らか

にすることが著しく困難になった場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないこ

とができる。

5 第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
ならない。

（審理手続の計画的遂行）

第九十七条の二担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は

錯綜（そう）しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行

うため、第九十五条の二から前条第一項まで（口頭意見陳述等）に定める審理手続を計画的に遂

行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじ

め、 これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2 担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令

で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができ

る方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第九十五条の二か
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ら前条第一項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第九十七条の四第一項（審理手続の終

結）の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとす

る。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

（審理関係人による物件の閲覧等）

第九十七条の三審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、

担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項（証拠書類等の提出）又は第九十七条第一

項第二号（審理のための質問、検査等）の規定により提出された書類その他の物件の閲覧（電磁

的記録にあっては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧）又は

当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めること

ができる。この場合において､担当審判官は､第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするとき

は、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、

担当審判官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3担当審判官は、第一項の規定による閲覧について、 日時及び場所を指定することができる。

4第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費

の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところによ

り、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

（審理手続の終結）

第九十七条の四担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものと

する。

2前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を

終結することができる。

一次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出さ

れない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当
該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

イ第九十三条第一項前段（答弁書の提出等） 答弁書

ロ第九十五条第一項後段（反論書等の提出） 反論書

ハ第九十五条第二項後段参加人意見書

二第九十六条第三項（証拠書類等の提出） 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

ホ第九十七条第一項第二号（審理のための質問、検査等） 帳簿書類その他の物件

二第九十五条の二第一項（口頭意見陳述）に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、

正当な理由がなく、 口頭意見陳述に出頭しないとき。

3担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、

審理手続を終結した旨を通知するものとする。

（裁決）

第九十八条審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、

国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全

部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変

更することはできない。

4 国税不服審判所長は、裁決をする場合（第九十二条（審理手続を経ないでする却下裁決）の規

定により当該審査請求を却下する場合を除く。 ）には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づ

いてこれをしなければならない。
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（国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決）

第九十九条国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解
釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例と
なると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならな
い。

2 国税庁長官は、前項の通知があった場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主

張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審
判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。

3 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、
当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。

第百条削除

（裁決の方式等）

第百一条裁決は、次に掲げる事項を記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書によりしな
ければならない。

一主文

二事案の概要

三審理関係人の主張の要旨

四理由

2 第八十四条第八項（決定の手続等）の規定は、前項の裁決について準用する。

3裁決は、審査請求人（当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第

九十八条第三項（裁決）の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方）に裁決書

の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。

4国税不服審判所長は、裁決書の謄本を参加人及び原処分庁（第七十五条第二項（第一号に係る

部分に限る。 ） （国税に関する処分についての不服申立-さ）に規定する処分に係る審査請求にあ
っては、当該処分に係る税務署長を含む。 ）に送付しなければならない。

（裁決の拘束力）

第百二条裁決は、関係行政庁を拘束する。

2 申請若しくは請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消

され、又は申請若しくは請求を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、当

該処分に係る行政機関の長は、裁決の趣旨に従い、改めて申請又は請求に対する処分をしなけれ

ばならない。

3 国税に関する法律に基づいて公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、

当該処分に係る行政機関の長は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければな

らない。

4 国税に関する法律に基づいて処分の相手方以外の第百九条第一項（参加人）に規定する利害関

係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、当該処分に係る行政機関

の長は、その通知を受けた者（審査請求人及び参加人を除く。 ）に、当該処分が取り消され、又

は変更された旨を通知しなければならない。

（証拠書類等の返還）

第百三条国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項又は第二項（証
拠書類等の提出）の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第

九十七条第一項第二号（審理のための質問、検査等）の規定による提出要求に応じて提出された

帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
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（併合審理等）

第百四条再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官（以下「国税不服審判所長等」

という。 ）は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は

併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。

2 更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税

標準等又は税額等についてされた他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の

規定によるもののほか、当該他の更正決定等について併せて審理することができる。ただし、当

該他の更正決定等について不服申立ての決定又は裁決がされているときは、 この限りでない。

3前項の規定の適用がある場合には、国税不服審判所長等は、当該不服申立てについての決定又

は裁決において当該他の更正決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

4前二項の規定は、更正の請求に対する処分について不服申立てがされている場合において、当

該更正の請求に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正又は決定があるとき

について準用する。

（不服申立てと国税の徴収との関係）

第百五条国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、

処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納

処分（その例による処分を含む。以下この条において同じ。 ）による換価は、その財産の価額が

著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人（不服申立人が処分の相手方でないときは、

不服申立人及び処分の相手方）から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決

定又は裁決があるまで、することができない。

2再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人又は第七十五

条第一項第二号若しくは第二項（第二号に係る部分に限る。 ） （国税に関する処分についての不

服申立て）の規定による審査請求をした者（次項において「再調査の請求人等」 という。 ）の申

立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となった処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収

を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。

3再調査審理庁又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的と

なった処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分

による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、

若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。

4国税不服審判所長は､必要があると認める場合には､審査請求人の申立てにより、又は職権で、

審査請求の目的となった処分に係る国税につき、第四十三条及び第四十四条（徴収の所轄庁）の

規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長（以下この条において「徴収の所

轄庁」 という。 ）の意見を聴いた上、当該国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又は滞納処

分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。

5 国税不服審判所長は、審査請求人が、徴収の所轄庁に担保を提供して、審査請求の目的となっ

た処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分によ

る差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、徴収の所轄庁に対し、そ

の差押えをしないこと又はその差押えを解除することを求めることができる。

6徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から第四項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続

行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除する

ことを求められたときは、審査請求の目的となった処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を

猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はその差押えをせず、若しくはその差押えを解除
しなければならない。

7 第四十九条第一項第一号及び第三号、第二項並びに第三項（納税の猶予の取消し）の規定は、

第二項、第三項又は前項の規定に基づく処分の取消しについて準用する。この場合において、同

項の規定による処分の取消しについて同条第一項の規定を準用するときは、同項中「税務署長等

は」とあるのは、 「徴収の所轄庁は、国税不服審判所長の同意を得て」と読み替えるものとする。
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8第七十五条第一項第二号又は第二項（第二号に係る部分に限る。 ）の規定による審査請求に係
る審理員（行政不服審査法第十一条第二項（総代）に規定する審理員をいう。第百八条第五項（総
代）において同じ。 ）は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第二項の規定に基
づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えを

せず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出すること
ができる。

（不服申立人の地位の承継）

第百六条不服申立人が死亡したときは、相続人（民法第九百五十一条（相続財産法人の成立）の

規定の適用がある場合には、同条の法人）は、不服申立人の地位を承継する。

2 不服申立人について合併又は分割（不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるもの

に限る。 ）があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によ

り当該権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する。不服申立人である人格のない社団

等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても、また同様とする。

3前二項の場合において、不服申立人の地位を承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長

等に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、死亡若しくは分割による権利

の承継又は合併の事実を証する書面を添附しなければならない。

4不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、国税不服審判所長等の許可を得て、

不服申立人の地位を承継することができる。

（代理人）

第百七条不服申立人は､弁護士､税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

2 前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすること

ができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、

することができる。

3代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

（総代）

第百八条多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができ

る。

2 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判

所長等は、総代の互選を命ずることができる。

3総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに

関する一切の行為をすることができる。

4総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができ

る。

5 共同不服申立人に対する国税不服審判所長等（担当審判官及び第七十五条第一項第二号又は第

二項（第二号に係る部分に限る。 ） （国税に関する処分についての不服申立て）の規定による審

査請求に係る審理員を含む。 ）の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合に

おいても、一人の総代に対してすれば足りる。

6 共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

7総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

I

（参加人）

第百九条利害関係人（不服申立人以外の者であって不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照

らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。 ）は、国

税不服審判所長等の許可を得て、当該不服申立てに参加することができる。

2 国税不服審判所長等は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該不服申立てに

参加することを求めることができる。
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3 第百七条（代理人）の規定は、参加人（前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をい
う。 ）の不服申立てへの参加について準用する。

（不服申立ての取下げ）

第百十条不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面によ

り当該不服申立てを取り下げることができる。

2第七十五条第四項（再調査の請求についての決定を経ない審査請求）の規定による審査請求が

されたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める不服申立ては、取り下げ

られたものとみなす。

一再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の全部を取

り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合当該審査請求

二再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の一部を取

り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合その部分についての審査請求

三その他の場合その決定を経ないで当該審査請求がされた再調査の請求

（三月後の教示）

第百十一条再調査審理庁は、再調査の請求がされた日 （第八十一条第三項（再調査の請求書の記

載事項等）の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあっては、当該不備が補正された

日）の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、

当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨を書面でそ

の再調査の請求人に教示しなければならない。

2 第八十九条第二項（処分の理由の付記）の規定は、前項の教示に係る書面について準用する。

（誤った教示をした場合の救済）

第百十二条国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、不服申立てをすべき行政機関を教

示する際に、誤って当該行政機関でない行政機関を教示した場合において、その教示された行政

機関に対し教示された不服申立てがされたときは、当該行政機関は、速やかに、再調査の請求書

又は審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に

送付し、かつ、その旨を不服申立人に通知しなければならない。

2 国税に関する法律に基づく処分（再調査の請求をすることができる処分に限る。次項において

同じ。 ）をした行政機関が、誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合に

おいて、国税不服審判所長に審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったと

きは、国税不服審判所長は、速やかに、審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しな

ければならない。ただし、第九十三条第三項（答弁書の提出等）の規定により審査請求人に答弁

書を送付した後においては、 この限りでない。

3 国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、誤って審査請求をすることができる旨を教

示しなかった場合において、税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合

であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、当該税務署長、国税局長又は税関長は、

速やかに、再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない。

4前二項の規定により審査請求書又は再調査の請求書等の送付を受けた行政機関又は国税不服

審判所長は、速やかに、その旨を不服申立人及び参加人に通知しなければならない。

5 第一項から第三項までの規定により再調査の請求書又は審査請求書が再調査の請求をすべき

行政機関又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に送付されたときは、初めから再調査の請求

をすべき行政機関に再調査の請求がされ、又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に審査請求

がされたものとみなす。

（首席審判官への権限の委任）

第百十三条この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部

を首席国税審判官に委任することができる。
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（国税庁長官に対する審査請求書の提出等）

第百十三条の二第七十五条第一項第二号又は第二項（第二号に係る部分に限る。 ） （国税に関す

る処分についての不服申立て）の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九

条第二項（審査請求書の提出）の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」 と
あるのは、 「、住所又は居所及び国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第百二十四条第三
項第一号に規定する番号（当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居
所） 」 とする。

2第七十五条第二項（第二号に係る部分に限る。 ）の規定による審査請求は、当該審査請求に係

る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該税
務署長に審査請求書を提出してするものとする。

3前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければなら
ない。

4第二項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出さ

れた時に審査請求がされたものとみなす。

5 国税庁長官は、第七十五条第二項（第二号に係る部分に限る。 ）の規定による審査請求につい

ての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る

処分をした税務署長に送付しなければならない。

○国税通則法施行令

（審査請求書の添付書類等）

第三十二条国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条

第二項（審査請求書の記載事項等）に規定する審査請求書（以下この条及び次条において「審査

請求書」 という。 ）に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添

付するように努めなければならない。

2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。

3審査請求書の正本には、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の

権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の権限を証する書面を、

それぞれ添付しなければならない。

4第二項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項（電子情報処理組織による申請

等）の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、第二

項の規定に従って審査請求書が提出されたものとみなす。

○行政不服審査法

（目的等）

第一条この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民

が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制

度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するこ

とを目的とする。

2行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（以下単に「処分」 という。 ）に関する不服申

立てについては､他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

（処分についての審査請求）

第二条行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請

求をすることができる。
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（不作為についての審査請求）

第三条法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は､当該申請から相当の期間が

経過したにもかかわらず、行政庁の不作為（法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこ

とをいう。以下同じ。 ）がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審

査請求をすることができる。

（再調査の請求）

第五条行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合にお

いて、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者

は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定

により審査請求をしたときは、この限りでない。

2前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後

でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。

一当該処分につき再調査の請求をした日（第六十一条において読み替えて準用する第二十三条

の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日）の

翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合

二その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

（再審査請求）

第六条行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該

処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

2 再審査請求は､原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。

以下同じ。 ）又は当該処分（以下「原裁決等」 という。 ）を対象として、前項の法律に定める行

政庁に対してするものとする。

○国税徴収法

（滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例）

第百七十一条滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること（第一号に掲げる処

分については、これに関する通知が到達しないことを含む。 ）を理由としてする不服申立て（国

税通則法第十一条（災害等による期限の延長）又は第七十七条（不服申立期間）の規定により不

服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項（国税に

関する処分についての不服申立て）の規定による審査請求を除く。 ）は、これらの規定にかかわ

らず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。

一督促差押えに係る通知を受けた日 （その通知がないときは、その差押えがあったことを知

つた日）から三月を経過した日

二不動産等についての差押えその公売期日等

三不動産等についての第九十五条（公売公告）の公告（第百九条第四項（随意契約による売却）

において準用する第九十六条（公売の通知）の通知を含む。 ）から売却決定までの処分換価

財産の買受代金の納付の期限

四換価代金等の配当換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、国税通則法第百十五条第一項第三号（訴えの提起の特例）の規定による訴えの

提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第十一条（災害等による期限の

延長）又は第七十七条（不服申立期間）の規定により不服申立てをすることができる期間を経過

したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項（国税に関する処分についての不服申立て）の規

定による審査請求」 とあるのは、 「行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）第十四条
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0

第一項又は第二項（出訴期間）の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」
と読み替えるものとする。

3 第一項第三号及び第四号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、
その再調査の請求書（国税通則法第八十一条第二項（再調査の請求書の記載事項等）に規定する

再調査の請求書をいう。 ）又は審査請求書（同法第八十七条第二項（審査請求書の記載事項等）

に規定する審査請求書をいう。 ）については、同法第七十七条第四項の規定は、適用しない。
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